
新型コロナウイルスの感染拡

大防止の一環として4月から継続

してきた学校休校が、政府の緊

急事態宣言の解除を受けて解除

になり、県立高校は6月8日から、

特別支援学校は6月22日から通常

授業が始まることになりました。

しかし、通常授業のやり方は

学校によってかなりの差があり、

特に夏休みの期間は学校によっ

てかなり異なります。

ある進学校は、8月8日から8月

16日の土日を入れた9日間を学校

休業日として、それ以外を授業

日にすると決めました。土曜日

も課外という形で、授業を行う

ということです。

また、別の高校は7月末と8月

末を授業日として、8月8日～8月

27日の3週間を夏休みにしました。

5月23日の東京新聞では、「茨

城県教育委員会は、6週間の夏休

みのうち3週間登校すれば、規定

の35週分の授業日数を確保でき

る」として「夏休み3週間短縮へ」

という記事を掲載しました。

3週間の夏休みは、県教委の

指示を踏まえた決定と言えます

が、夏休み期間の決定にあたっ

ては、生徒の希望を聞いたり、

教職員の十分な話し合いがあっ

たかどうかが問われます。

暑さ対策は十分か？

全ての県立高校にエアコンの

設置は昨年実施しているので、

今年は、全ての学校でエアコン

の効いた教室で授業ができます。

しかし、書道室や音楽室、被

服・調理室などのエアコン設置

は学校によって異なり、特別教

室にエアコンが設置されていな

い学校が多いのも事実です。

また、体育や外での実習など

の授業は外の炎天下で実施せざ

るを得ません。

当面は、特別教室や外の授業

については授業場所や授業内容

などについても、生徒や教職員

の健康を考えて見直す必要があ

ります。

オンライン授業の問題点

学校休校の中で、多くの学校

ではオンライン授業が始まりま

した。今後の第2波、第3波の感

染拡大を考えると、オンライン

授業などの整備は欠かせません。

しかし、今回のコロナ禍で明

らかになったように日本の労働

者の貧困と格差の拡大は深刻な

状況になっています。

家庭にパソコンがあり、ネッ

ト環境が整備されている家庭は

それほど多くないというのが実

態です。

5月27日報告期限だった県教委

の「家庭のネットワーク調査」

に対して、ある高校で「インター

ネット回線を持たない家庭が260

ある」と回答したところ、県教

委から「他の学校は2桁以下で、

間違いではないか」という問い

合わせがあったということです。

しかし、全国のインターネッ

ト普及率が70％で、800人生徒で

は560人で、260人は妥当な数字で

す。「260人は多すぎる」という

県教委の担当者の認識こそがお

かしなものであり、日本の貧困

と格差の拡大を全く理解してい

ないことが大きな問題です。

中高一貫校の附属中学校の

休憩時間について

今年の4月から、5校の中高一

貫校が開設されました。休校の

ため、ほとんど授業は行われて

いませんでしたが、附属中学校

の場合、給食の時間があって担

当する教員は昼休みがなく、給

食指導に当たらなければなりま

せん。

職場からの問い合わせがあっ

て県教委に確認したところ、

「給食指導した教員は、授業の

空き時間45分確保するように運

用している」という回答でした。

5校の中高一貫校では、45分の

休憩時間が通常の昼休み時間以

外にとれるようルールをきちん

と決めて、運用する必要があり

ます。もし取れていない場合は、

組合に連絡してください。

在宅勤務について

休校期間中は、ほとんどの学

校で在宅勤務が認められてきま

した。特に、特別支援学校は教

職員の数が150名を超える学校が

あって、職員室そのものが過密

状態になっています。感染症防

止のためには、在宅勤務をする

のが一番という状態です。

特別支援学校の場合、通常授

業を始めるのが6月22日からとい

う学校が多いのですから、その

期間は在宅勤務を積極的に実施

できるようにすべきです。

ところが、在宅勤務の取り扱

いが学校によって違いが出てい

て、なかなか取れなくなってい

たり、制限が入るという学校も

少なくありません。

もし、このような実態がある

場合は、是非組合に連絡してく

ださい。

我慢するのではなく、シス

テムを変える

コロナだから仕方がない、我

慢するしかないと考えるのはや

めましょう。

コロナ問題で、今までの学校

のシステムの問題点が明らかに

なりました。

1クラス40人学級も3密を防ぐ

ためには20人学級にすべきです。

特別支援学校の過大過密、多す

ぎる教職員数は抜本的に見直す

べきです。

学校の方針を決めるのは一人

の管理職ではなく、子どもたち

と直に接している教職員です。

一人一人が声を上げる時です。
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県立学校6月から学校再開？



6月4日の全労連と厚生労働省

とのコロナ問題での交渉の中で、

全労連の女性の参加者からは、

「コロナ対策の自粛要請の中で、

女性の派遣労働者が雇い止めや

解雇されている。休業補償は労

働基準法26条で規定された権利

なのに、休業補償が支払われて

いない」という訴えがありまし

た。派遣社員の中で、女性の占

める割合は高く、派遣社員の問

題は女性の働き方、ジェンダー

差別の問題です。

また、患者がコロナ問題で診

察を控えるために、医療機関の

減収が続いています。夏のボー

ナスも出るのか出ないのかが大

きな問題になっています。医療

機関は国民の健康と健康を守る

公的な機関ですから、国の経済

的な支援が欠かせません。

この間、政府は保健所の削減

や公的・公立病院の統廃合を推

進してきましたが、コロナ問題

で医療機関に対する政策が間違っ

ていたことが明らかになってい

ます。厚労省の担当者からも

「感染症病床の9割以上を担う公

的・公立病院の役割は大変大き

い」という発言がありました。

PCR検査の充実も、医療機関を

守るためには欠かすことができ

ません。また、病院で働いてい

る医師や看護師などの賃金も含

めた労働条件を、国が守ってい

くことは医療機関を守る第一の

課題です。

支援金の充実を

一世帯30万円の新型コロナ給

付金は、国民や野党の追及の中

で、一人10万円の特別定額給付

金になりました。また、収入が

半額になった中小業者に200万円、

個人事業主（フリーランス含む）

に100万円の持続化給付金制度が

作られました。しかし、申請し

ても給付が遅いというような実

態が改善されないのも事実です。

こうした給付金は、コロナ禍

の中で収入が減少した多くの国

民、労働者にとっては救いの給

付金です。ところが、県や市町

村によっては市役所などで働く

公務員に対して10万円を寄付し

ろと強制的に取り上げる事例も

生まれています。しかし、給付

金は支給された一人ひとりが積

極的に購買力を発揮することで、

地域経済を円滑にするものです。

10万円は、使うためにこそ国が

支給したお金です。

コロナ対策費の財源は？

政府は国民や野党の要求を受

けて、第2次補正予算を国会に提

案しました。コロナ禍で国民の

生活を守るためには、労働者・

国民の実態に合った補正予算が

必要であることは言うまでもあ

りません。

ところが、一方で補正予算の

財源が赤字国債だという話を聞

くと本当に大丈夫なのかという

声が生まれてきます。教職員の

中には、東日本大震災等の時と

同じように給与カットや増税が

行われるのではないかという思

いに陥る方も少なくありません。

しかし、本当にそれで日本の

経済は再生できるのでしょうか。

韓国では、軍事費を削減してコ

ロナ対策費を作り出しています。

ドイツでは、消費税を切り下げ

ての経済対策を打ち出していま

す。

ところが、日本では10％の消

費税を5％にという国民的な要求

を無視し、辺野古新基地建設や

東海第二原発の安全対策工事を

中止するということになってい

ません。

公務員の給与カットや増税の

前に軍事費の削減や大企業の内

部留保などに対する課税などに

踏み出すべきです。特に、大企

業の内部留保は、500兆円近くに

なっていますが、内部留保が激

増した要因は人件費削減と法人

税減税です。

大企業がコロナ対策だとして、

下請けの中小企業への支援に踏

み出せば、中小企業がコロナで

倒産ということにはならず、労

働者の賃金も保障されます。

持続化給付金の委託問題

コロナ禍で国民が疲弊してい

る中で、国会では検察官の定年

延長を認める検察庁法改正案が

大きな問題になりました。芸能

人も含めたツイッターによる異

議申し立て等によって法案は成

立とならず、黒川検事長自身の

賭け麻雀によって問題は大きく

様変わりしました。

6月になって、持続化給付金の

委託問題が大きな問題になって

います。電通や派遣会社のパソ

ナが作った会社が持続化給付金

の委託を受けて、その会社が電

通などに再委託をしたというも

のです。再委託をする中で、委

託費が中抜けされて20億円がど

こかに消えたという話です。

委託事業は、給付金の一日も

早い支給を目的にしたものでも

あるにかかわらず、5月1日に申

請した人にまだ届いていないと

いうことでは、委託費をコロナ

で経営不振に陥った中小業者や

個人事業主に回すべきではない

かというのが当然の要求です。

全労連の最賃署名11万筆提出

行動が5月4日に行われ、自民党・

立憲民主党・日本共産党の国会

議員に手渡されました。参加し

た国会議員からは、「コロナの

時期だからこそ最低賃金を引き

上げ、需要不足、将来不安をど

うするかを考えないといけない」

（自民党・務台議員）「社会保

険料負担が中小企業に重い。国

が中小企業を支援し、最低賃金

を引き上げることが必要だ（立

憲民主党・桜井議員）などの意

見が出されました。

現在、組合でも7月に茨城地

方最低賃金審議会に提出する最

賃署名を集めています。署名が

まだの人は是非署名にご協力を。

日時 7月26日（日）10:00～

会場 県民文化センター別館

コロナ禍のもとでの学校休校、

学校再開後の問題点や実態の交

流をしましょう。
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コロナ対策の充実を!!

コロナ禍だからこそ最低賃金の引き上げを!!

分会、専門部交流会に参加を


